
 

 

 

 

 
令和８年度雇用関係助成金の主な見直しについて 
 
◆人材確保や人材育成に関する見直しを予定 

 厚生労働省の雇用関係助成金は、毎年見直しが行われま

す。令和８年度の雇用関係助成金においては、人手不足が

続いていることを踏まえ、人材確保や人材育成に関する見

直しが予定されています。 

厚生労働省の資料からピックアップして紹介しますの

で、気になるものはお問い合わせください。 

 

◆65 歳超雇用推進助成金（65 歳超継続雇用促進コース） 

 事業主が段階的に高年齢者の雇用推進措置を講じた場

合にも助成を受けられるよう、１事業主当たり１回限りと

していた取扱いが廃止されます。 

 また支給額は、現行の 10 万円～160 万円から 15 万円～

240 万円に変更されます（継続雇用制度の導入については、

希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増

額して支給）。 

 さらに、「他社による継続雇用制度」の導入について、

定率の助成から定額の助成に変更し、16 万円～105 万円が

支給されるようになります。 

 

◆高年齢者無期雇用転換コースの見直し 

 対象となる高年齢の有期契約労働者について、期間の定

めのない労働契約を締結する労働者へ転換した場合に、有

期契約労働者１人につき 23 万円（中小企業は 30 万円）だ

った支給額が、１人につき 30 万円（中小企業は 40 万円）

に変更されます。 

 

◆人材開発支援助成金人材育成支援コースの拡充 

 45 歳以上の労働者を対象とした訓練が、助成対象に追加

されます。OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練を実施し、

訓練修了後、訓練受講者の賃金が５％以上増額しているな

どの要件を満たす場合に、所定額の支給が受けられます。 

 
【参考】 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する 

 

 

 

 

 

 

 

御意見の募集について 

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASS

NAME=PCMMSTDETAIL&id=495250371&Mode= 

 

 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」

が公開されました 
 
◆「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」とは？ 

厚生労働省は１月、「産休・育休中の経済的支援かんたん

試算ツール」を公開しました。このツールは、利用する従

業員（「ママの場合」、「パパの場合」に分かれている）の

情報を入力することによって、出産時や育児休業中に受け

取れる給付金などの額が簡単に試算できるというもので

す。 

入力する項目は以下のとおりです。 

・子どもの出生日（子どもが生まれる前は出産予定日） 

・生まれる（た）子どもの人数   

・勤務地   

・給与形態 

・休業開始前の給与月額   

・出生後休業支援給付金の申請の有無 

 

◆何が試算できるの？ 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」では、

以下の金額を試算することができます。 

・出産手当金 

・出産育児一時金 

・育児休業給付金 

・出生後休業支援給付金 

・社会保険料免除額 

「結果を表示する」をクリックすると、それぞれの支給額

が算出されます。また、月ごとの支給額（見込み）、給付

額、社会保険料免除額、計算根拠等も表示されます。 

 

◆利用の注意点 

 このツールの計算結果については、あくまで目安であり、

実際の給付額を保証するものではありません。また、各制

度の要件（被保険者資格、勤務状況、休業期間など）を満

たさない場合は支給の対象になりません。 

 実際に制度を利用するためには、勤務先や健康保険組合、

ハローワークなどでの手続きが必要です。詳細な制度内容

や申請方法については、厚生労働省や協会けんぽ等のホー

ムページを確認してください。 

 従業員の出産や育児休業の際に活用してみてはいかが

でしょうか。 

 

【参考】 

産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール 

https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/ 

 

 

３月の税務と労務の手続期限［提出先・納付先］ 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 
○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 

 

31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

連 絡 先：〒160－0023  
東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 
電 話：03-6304-2745 
F A X：03-6304-2744 
E₋m ai l：info@e-606.net 
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